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提案理由 

 委員会の開催方法の特例を定めるため改正しようとする。 

 

  



高山市議会会議規則の一部を改正する規則 

高山市議会会議規則（昭和４２年高山市議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（定足数に関する措置） （定足数に関する措置） 

第８６条 （略） 第８６条 （略） 

  

 （出席委員に関する措置） 

 第８６条の２ この章における出席委員には、

高山市議会委員会条例（昭和４２年高山市条

例第１７号）第１３条の２第３項の規定によ

り、映像と音声の送受信により相手の状態を

相互に認識しながら通話をすることができる

方法（以下「オンラインによる方法」という。）

を用いて出席した委員を含む。 

  

（委員外議員の発言） （委員外議員の発言） 

第１０９条 委員会は、審査又は調査中の事件

について、必要があると認めるときは、委員で

ない議員に対し、その出席を求めて説明又は意

見を聞くことができる。 

第１０９条 委員会は、審査又は調査中の事件

について、必要があると認めるときは、委員

でない議員に対し、その出席（オンラインに

よる方法を用いた出席を含む。）を求めて説明

又は意見を聞くことができる。 

２ （略） ２ （略） 

  

（不在委員） （不在委員） 

第１２０条 表決の際会議室にいない委員は、

表決に加わることができない。 

第１２０条 表決の際会議室にいない委員は、

表決に加わることができない。ただし、高山

市議会委員会条例第１３条の２第３項の規定

により、オンラインによる方法を用いて出席

している委員は、この限りでない。 

  

 （起立による表決） （起立による表決） 

第１２２条 委員長が表決をとろうとするとき

は、問題を可とする者を起立させ、起立者の多

少を認定して可否の結果を宣告する。 

第１２２条 委員長が表決をとろうとするとき

は、問題を可とする者を起立（オンラインによ

る方法を用いて開催する委員会に出席する者



 

 

 

は、挙手。第１２８条において同じ。）させ、

起立者（挙手者を含む。次項において同じ。）

の多少を認定して可否の結果を宣告する。 

２ （略） ２ （略） 

  

（投票による表決） （投票による表決） 

第１２３条 委員長が必要があると認めるとき

又は出席委員から要求があるときは、記名又は

無記名の投票で表決をとる。 

第１２３条 委員長が必要があると認めるとき

又は出席委員から要求があるときは、記名又は

無記名の投票で表決をとる。ただし、オンライ

ンによる方法を用いた委員会においては、投票

で表決をとることができない。 

２ （略） ２ （略） 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


